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入会権論と「コモンズ」論の接点

一

近
時
、「
コ
モ
ン
ズ
」（Com

m
ons

）
論
が
活
発
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
の
集
成
と
し
て
、
二
〇
〇
九
年
に
ノ
ー
ベ

ル
経
済
学
賞
を
受
賞
し
た
エ
リ
ノ
ア
・
オ
ス
ト
ロ
ム
教
授
の
「
コ
モ
ン
ズ
」
論
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
１
）。

日
本
に
お
い
て

は
、「
コ
モ
ン
ズ
」
論
、
と
く
に
「
ロ
ー
カ
ル
・
コ
モ
ン
ズ
」
論
は
、「
コ
モ
ン
ズ
」
に
お
け
る
自
然
と
人
間
と
の
関
係
の
あ
り
方

を
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
、
重
要
な
研
究
対
象
の
一
つ
と
し
て
入
会
を
あ
げ
て
い
る
（
２
）。

そ
こ
で
、
従
来
の
入
会
研
究
を
み

る
と
、
入
会
の
権
利
関
係
に
つ
い
て
は
法
律
学
者
が
研
究
し
て
き
た
が
、
法
律
学
者
の
入
会
研
究
は
主
と
し
て
入
会
判
決
例
の

分
析
・
検
討
で
あ
り
、
入
会
の
実
態
を
具
体
的
に
調
査
し
て
入
会
の
権
利
関
係
を
理
論
化
す
る
作
業
は
一
部
の
法
律
学
者
に
限
ら

れ
て
い
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、「
コ
モ
ン
ズ
」
論
者
は
、
入
会
を
「
コ
モ
ン
ズ
」
と
位
置
づ
け
た
上
で
、
法
律
学
者
が
論
究
し

論
　
説入

会
権
論
と
「
コ
モ
ン
ズ
」
論
の
接
点

―
入
会
の
「
近
代
化
」
と
の
関
連
に
お
い
て

―

村
　
田
　
　
彰

北
　
條
　
　
浩
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な
か
っ
た

―
あ
る
い
は
論
究
し
え
な
か
っ
た

―
自
然
環
境
や
天
然
資
源
の
保
護
・
保
全
や
管
理
の
あ
り
方
を
学
際
的
に
論
じ

て
い
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
「
コ
モ
ン
ズ
」
論
者
の
姿
勢
に
た
い
し
て
は
積
極
的
に
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
そ
も
そ
も
入
会
権
論
と
「
コ
モ
ン
ズ
」
論
者
と
で
は
、
入
会
に
た
い
す
る
理
解
を
異
に
し
て
い
る
側
面
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
入
会
権
を
考
え
る
上
で
不
可
避
の
論
点
の
一
つ
で
あ
る
入
会
の
「
近
代
化
」
と
関
連
さ
せ
つ
つ
、

入
会
権
論
と
「
コ
モ
ン
ズ
」
論
と
の
接
点
を
探
る
こ
と
に
す
る
。

二

入
会
研
究
は
、
民
法
学
や
法
社
会
学
に
と
っ
て
重
要
な
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
解
釈
学
に
お
い
て
は
、
権

利
義
務
関
係
に
つ
い
て
の
紛
争
を
解
決
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
た
め
に
、
学
際
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
必
要
と
さ
れ
ず
、
む
し

ろ
不
要
と
す
ら
み
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
多
く
の
法
解
釈
学
者
や
法
実
務
家
は
、
入
会
の
実
態
や
入
会
の

果
た
す
様
々
な
役
割
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
民
法
二
六
三
条
・
二
九
四
条
（
以
下
で
は
、
民
法
の
条
文
を
引
用
す
る
場
合
に
は

「
民
法
」
を
省
略
す
る
）
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
各
地
方
の
慣
習
」
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
、「
徳
川
時
代
か
ら
の
慣
習
」
と
か
「
明

治
民
法
制
定
以
前
の
慣
習
」
と
い
う
こ
と
ば

0

0

0

か
ら
の
み
出
発
し
、
入
会
権
の
内
容
と
し
て
「
小
柴
・
下
草
」
や
「
薪
炭
材
」
の

採
取
と
い
う
収
益
行
為
を
念
頭
に
お
き
、
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
収
益
行
為
を
共
同
で
作
業
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
法
解
釈
学
者
・
法
実
務
家
は
、
入
会
権
を
封
建
時
代
に
特
徴
的
な
前
近
代
的

0

0

0

0

権
利
で
あ
る
、
と
解
し
た
上
で
、
団
体
の
統
制

に
従
っ
て
小
柴
・
下
草
、
と
き
に
は
薪
炭
材
を
共
同

0

0

し
て
採
取

0

0

す
る
こ
と
を
入
会
の
慣
習
的
行
為
（
権
利
）
と
し
て
捉
え
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
、
小
柴
・
下
草
等
の
採
取
を
主
と
し
て
行
な
っ
て
い
る
入
会
地
は
、
国
内
に
存
在
す
る
入
会
地
の
わ

ず
か
一
部
に
す
ぎ
ず
、
入
会
を
こ
の
よ
う
に
の
み
捉
え
る
の
は
、
今
日
の
入
会
の
実
態
に
た
い
す
る
理
解
と
し
て
不
正
確
で
あ
る
。
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ま
た
、
草
刈
り
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
小
柴
・
下
草
や
薪
炭
材
を
共
同
で
採
取
す
る
の
は
一
般
的
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、

そ
も
そ
も
入
会
権
を
封
建
時
代
に
成
立
し
た
前
近
代
的
な
権
利
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
の
で
、
入
会
権
は
土
地
（
林
野
）
の
近
代

的
な
利
用
を
図
る
た
め
に
解
体
・
消
滅
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
し
て
、
入
会
（
権
）
に
た
い
し
て
敵
対
的
な
い
し
消
極
的
な
態

度
を
と
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
に
設
置
さ
れ
た
法
典
調
査
会
に
お
い
て
民
法
の
起
草
を
担
当
し
た
民
法
起
草
委
員
は
、
入

会
権
に
た
い
す
る
法
解
釈
学
者
・
法
実
務
家
の
右
の
理
解
と
は
異
な
る
理
解
を
示
し
て
い
る
。
ま
ず
、
民
法
起
草
委
員
の
一
人
で

あ
る
梅
謙
次
郎
氏
の
著
書
で
あ
る
『
民
法
要
義
巻
之
二
物
権
篇
』（
初
版
は
一
八
九
六
〔
明
治
二
九
〕
年
）
は
、
入
会
権
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
入
會
權
ニ
シ
テ
共
有
ノ
性
質
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ハ
果
シ
テ
如
何
ナ
ル
モ
ノ
カ
曰
ク
例
ヘ
ハ
入
會
權
者
ノ
共
有
ニ
屬
ス
ル
山
林
ニ

於
テ
各
入
會
權
ハ
相
當
ノ
條
件
ヲ
以
テ
或
ハ
樹
木
ヲ
伐
採
シ
或
ハ
落
葉
ヲ
拾
取
シ
或
ハ
下
草
ヲ
刈
取
ル
等
ノ
權
是
ナ
リ
此
種
ノ
入

會
權
ハ
甚
タ
頻
繁
ナ
ラ
ス
ト
雖
モ
時
ニ
全
ク
之
ナ
キ
ニ
非
ス（
３
）」。

こ
の
よ
う
に
、
梅
謙
次
郎
氏
は
、
共
有
の
性
質
を
有
す
る
入
会
権
を
説
明
す
る
に
際
し
て
、「
例
ヘ
ハ

0

0

0

入
會
權
者
ノ
共
有
ニ
屬

ス
ル
山
林
ニ
於
テ
」
と
し
た
上
で
、「
或
ハ

0

0

樹
木
ヲ
伐
採
シ
」、「
或
ハ

0

0

落
葉
ヲ
拾
取
シ
」、「
或
ハ

0

0

下
草
ヲ
刈
取
ル
等
」
の
「
權
」（
権

利
）
を
あ
げ
（
傍
点
は
引
用
者
）、「
例
ヘ
ハ
」
と
か
「
或
ハ
」
と
述
べ
る
だ
け
で
、
入
会
権
行
使
の
具
体
例
を
幾
つ
か
示
し
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
入
会
権
行
使
の
内
容
に
つ
い
て
矮
小
的
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
の
は
、
入
会
の

多
様
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
入
会
の
実
態
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、「
共
有
ニ
屬
ス
ル
山
林
」
を
例
と
し
て
あ

げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
主
に
山
林
の
共
同
所
有
を
前
提
に
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
同
じ
く
民
法
起
草
委
員
の
一
人
で
あ
る
富
井
政
章
氏
が
著
し
た
『
民
法
原
論
第
二
巻
物
権
上
』（
初
版
は
一
九
〇
六
〔
明
治

三
九
〕
年
）
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
入
会
権
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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「
入
會
權

9

9

9

ト
ハ
一
定
ノ
土
地
ニ
住
ス
ル
人
カ
一
定
ノ
森
林

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
原
野
ニ
於
テ
共
同
シ
テ
収
益
ヲ
爲
ス
權
利

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ヲ
謂
フ（
４
）」、「

要
ス
ル
ニ

入
會
權
ハ
所
有
權
、
地
上
權
又
ハ
地
役
權
ト
云
フ
如
キ
特
種
ノ
物
権
ニ
非
ス
シ
テ
一
ノ
包
括
名
稱
ノ
下
ニ
一
定
ノ
性
質
、
要
件
ヲ

具
ヘ
タ
ル
種
多
ノ
財
産
權
ヲ
總
稱
ス
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ヘ
シ
（
５
）」、「

物
權
ノ
部
類
ニ
屬
ス
ル
入
會
權
ハ
共
有
9

9

ノ
性
質
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
二
六
三
條
）
ト
地
役
權

9

9

9

ニ
準
ス
ヘ
キ
モ
ノ

0

0

0

0

0

0

0

（
二
九
四
條
）
ト
ノ
二
種
ト
ス
所
謂
共
有
ノ
性
質
ヲ
有
ス
ル
入
會
權
ト
ハ
森
林
、
原

野
ノ
共
有
者
カ
其
森
林
、
原
野
ニ
於
テ
入
會
シ
テ
其
權
利
ヲ
行
使
ス
ル
コ
ト
ヲ
謂
フ
故
ニ
其
ノ
本
質
タ
ル
ヤ
畢
竟
森
林
、
原
野
ノ

共
有
權
ノ
行
使
ニ
外
ナ
ラ
ス
之
ニ
入
會
權
ナ
ル
特
別
ノ
名
稱
ヲ
附
ス
ル
所
以
ハ
唯
其
共
有
者
タ
ル
人
、
共
有
ノ
目
的
、
共
有
權
行

使
ノ
方
法
等
カ
普
通
ノ
場
合
ト
趣
ヲ
異
ニ
ス
ル
所
ア
ル
ニ
由
ル
ノ
ミ
毫
モ
其
所
有
權
タ
ル
性
質
ニ
差
異
ア
ル
ニ
非
サ
ル
ナ
リ
故
ニ

此
ノ
種
ノ
入
會
權
ハ
其
内
容
、
範
圍
最
モ
廣
ク
土
地
ノ
副
產
物
ヲ
採
取
ス
ル
外
地
盤
ノ
利
用
（
土
地
ノ
開
拓
、
植
林
等
）
及
ヒ
主

產
物
ノ
収
益
（
立
木
ノ
伐
採
、
炭
燒
等
）
ヲ
モ
包
含
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
唯
共
有
者
間
ノ
規
約
、
土
地
ノ
慣
習
及
ヒ
法
律
ノ
規
定
ニ
從

ヒ
各
共
有
者
ハ
他
ノ
共
有
者
ノ
權
利
ヲ
侵
害
セ
サ
ル
範
圍
内
ニ
於
テ
其
権
利
ヲ
行
使
ス
ヘ
キ
ノ
ミ
（
６
）」（

圏
点
・
傍
点
と
も
原
文
）、
と

述
べ
て
い
る
。

富
井
政
章
氏
は
、
入
会
権
に
つ
い
て
、「
一
定
地
域
ノ
住
民
カ
共
同
シ
テ
有
ス
ル
權
利（
７
）」

で
あ
り
、「
森
林
、
原
野
ノ
上
ニ
行
ハ

ル
ル
權
利（
７
）」

で
あ
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
入
会
権
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、「
一
定
セ
ル
ニ
非
ス
或
ハ
地
盤
、
毛
上
ニ

及
フ
コ
ト
ア
リ
或
ハ
單
ニ
毛
上
ノ
ミ
ヲ
目
的
ト
ス
ル
コ
ト
ア
リ
又
土
地
ノ
主
產
物
ニ
及
フ
モ
ノ
ト
其
副
產
物
ノ
採
取
ニ
止
マ
ル
モ

ノ
ト
ア
リ
最
多
數
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
秣
、
肥
料
、
薪
等
ノ
副
產
物
ヲ
採
取
ス
ル
ヲ
目
的
ト
爲
ス
モ
ノ
ナ
リ
…
…
少
ク
モ
民
法
上
に

於
ケ
ル
入
會
權
ハ
専
ラ
森
林
、
原
野
ノ
上
ニ
行
ハ
ル
ル
収
益
權
ノ
一
部
類
ト
見
ル
ヲ
至
当
ト
ス
（
７
）」、

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
富
井
政
章
氏
は
、
一
見
す
る
と
、
入
会
権
を
収
益
権
の
一
種
と
し
て
捉
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、「
共

有
ノ
性
質
ヲ
有
ス
ル
入
会
權
」
に
つ
い
て
、「
森
林
、
原
野
ノ
共
有
者
」
が
「
其
權
利
ヲ
行
使
ス
ル
コ
ト
」、
す
な
わ
ち
、「
森
林
、

原
野
ノ
共
有
權
ノ
行
使
」
で
あ
る
と
説
明
し
、
そ
の
性
質
に
つ
い
て
、「
毫
モ
其
所
有
權
タ
ル
性
質
ニ
差
異
ア
ル
ニ
非
サ
ル
ナ
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リ
」
と
述
べ
て
、
所
有
権
と
の
同
質
性
を
強
調
し
て
い
る
。

梅
謙
次
郎
氏
や
富
井
政
章
氏
は
ど
の
よ
う
に
し
て
入
会
の
実
態
を
認
識
し
、
ま
た
、
富
井
政
章
氏
は
ど
の
よ
う
に
し
て
入
会
権

を
正
確
に
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
当
時
に
入
会
慣
行
を
調
査
し
た
資
料
は
幾
つ
か
あ
っ
た
が
、
本
稿
と

の
関
係
で
重
要
な
の
は
、『
明
治
二
十
六
年
全
国
山
林
原
野
入
会
慣
行
調
査
資
料（
８
）』

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
治
二
三
年
公
布
の
旧

民
法
（
い
わ
ゆ
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
）
に
入
会
権
の
規
定
を
欠
い
て
い
る
こ
と
が
重
大
な
理
由
の
一
つ
と
さ
れ
て
旧
民
法
の
実

施
が
延
期
さ
れ
て
新
た
に
民
法
が
起
草
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
入
会
の
実
態
に
つ
い
て
の
知
識
が
法
典
調
査
会
の
民
法
起
草

委
員
に
乏
し
か
っ
た
た
め
に
、
立
法
目
的
の
た
め
に
全
国
的
規
模
で
実
施
し
た
入
会
慣
行
調
査
の
報
告
書
で
あ
る（
９
）。

し
か
し
、
こ

の
『
資
料
』
は
、
厖
大
な
量
で
あ
る
と
と
も
に
、
内
容
が
複
雑
で
あ
る
た
め
に
、
民
法
起
草
委
員
は
、
収
集
さ
れ
た
資
料
の
す
べ

て
に
目
を
通
し
て
入
会
の
実
態
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
が
な
く
、
補
助
委
員
の
報
告
で
も
っ
て
入
会
権
の
規
定
を
草
案
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
、
民
法
起
草
委
員
は
、
入
会
の
実
態
に
つ
い
て
当
初
は
十
分
に
熟
知
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

か
っ
た
が
、
法
典
調
査
会
に
お
い
て
論
議
す
る
過
程
で
入
会
の
実
態
を
次
第
に
正
解
に
理
解
す
る
よ
う
に
な
り
、
富
井
政
章
氏
に

い
た
っ
て
は
、
最
終
的
に
共
有
の
性
質
を
有
す
る
入
会
権
を
所
有
権
と
同
質
の
権
利
と
解
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
富
井
政
章
氏
の
入
会
権
論
は
、『
民
法
原
論
』
以
後
の
標
準
的
な
民
法
概
説
書
を
み
る
限
り
、
そ
の
後
の
学
説
に
十

分
に
継
承
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
こ
で
は
入
会
権
の
所
有
権
的
性
質
か
ら
離
れ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
多
く
の
標
準
的
な
民
法
概
説
書
に
よ
れ
ば
、
入
会
の
慣
習
的
権
利
と
は
、
小
柴
・
下
草
の
採
取
と
い
う
よ
う
な
使
用
・
収

益
行
為
を
内
容
と
す
る
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
小
柴
・
下
草
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
の
か
、
そ
の
有
用
性
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
入
会
の
実
態
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
に
つ
い
て
の
説
明

は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
入
会
権
が
い
か
な
る
社
会
構
成
を
基
礎
に
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
入
会
権
が
い
か
な
る

権
利
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
民
法
の
概
説
書
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
取
り
上
げ
ら



28

流経法学　第10巻 第 2 号

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
入
会
の
調
査
・
研
究
が
今
日
ま
で
な
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
第
二
次
世
界
大
戦

後
に
本
格
的
な
入
会
の
調
査
・
研
究
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
川
島
武
宜
氏
が
主
宰
し
た
「
入
会
権
研
究
会
」
お

よ
び
「
温
泉
権
研
究
会
」
に
よ
る
入
会
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
研
究
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
研
究
成
果

も
ま
た
、
多
く
の
標
準
的
な
民
法
概
説
書
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
引
用
・
参
照
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

標
準
的
な
民
法
概
説
書
の
及
ぼ
す
影
響
は
、
法
律
学
の
内
部
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
川
島
武
宜
氏
は
、
規
範

の
構
造
を
把
握
し
て
分
析
す
る
た
め
に
、
法
社
会
学
と
民
俗
学
と
の
間
の
学
際
的
研
究
（interdisciplinary study

）
の
必
要

性
を
力
説
し
た
こ
と
が
あ
る
が
）
10
（

、
入
会
（
権
）
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
不
十
分
な
説
明
で
は
、「
コ
モ
ン
ズ
」
研
究
者
が
入
会

（
権
）
に
つ
い
て
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
し
、「
コ
モ
ン
ズ
」
研
究
者
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
す
る
際
に
入
会

（
権
）
に
た
い
し
て
誤
解
し
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。

三

そ
こ
で
、
入
会
権
に
つ
い
て
こ
こ
で
少
し
く
詳
し
く
述
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

入
会
権
に
は
「
共
有
の
性
質
を
有
す
る
入
会
権
」（
二
六
三
条
）
と
「
共
有
の
性
質
を
有
し
な
い
入
会
権
」（
二
九
四
条
）
と
が
あ
る
。

そ
う
し
て
、
前
者
は
、
民
法
物
権
編
第
三
章
所
有
権
中
の
第
三
節
共
有
の
中
に
規
定
さ
れ
、
第
三
節
共
有
中
に
規
定
さ
れ
て
い
る

準
共
有
（
二
六
四
条
）
の
規
定
と
は
別
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
理
由
が
あ
り
、
富
井
政
章
氏
が
『
民
法
原
論
』
に
お
い

て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
共
有
の
性
質
を
有
す
る
入
会
権
は
、
所
有
権
の
一
種
で
あ
る
「
共
同
所
有
権
」
で
あ
っ
て
、
所
有
権
以

外
の
財
産
権
を
数
人
で
有
し
て
い
る
状
態
を
意
味
す
る
準
共
有
で
な
い
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
特
殊
的

─
共
有
権
の
一
般
的
概

念
と
は
異
な
る

─
包
括
的
共
同
所
有
権
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
有
の
性
質
を
有
す
る
入
会
権
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の
効
力
は
、
土
地
所
有
権
の
一
般
的
効
力
と
同
じ
く
、「
そ
の
土
地
の
上
下
に
及
ぶ
」（
二
〇
七
条
）
こ
と
に
な
る
。

入
会
権
を
所
有
権
の
一
態
様
と
し
て
把
握
し
て
い
る
の
は
川
島
武
宜
氏
で
あ
る
。
川
島
武
宜
氏
は
、『
注
釈
民
法
⑺
物
権
⑵
）
11
（

」』

（
一
九
六
八
〔
昭
和
四
三
〕
年
）
に
お
い
て
、
入
会
権
に
つ
い
て
の
従
来
の
学
説
が
「
入
会
権
に
も
と
づ
く
収
益
行
為
の
一
部
分
（
入

会
稼
と
呼
ば
れ
る
）
し
か
視
野
に
入
れ
て
い
な
い
」
と
批
判
し
、「
そ
の
よ
う
な
特
定
の
収
益
行
為
が
な
く
な
る
と
入
会
権
は
消
滅

す
る
と
か
、
入
会
権
者
た
る
農
民
が
貨
幣
経
済
に
移
行
し
た
り
農
業
を
や
め
た
り
し
た
場
合
に
は
入
会
権
は
消
滅
す
る
、
と
解
す

る
誤
れ
る
法
律
論
さ
え
生
じ
て
い
る
」、
と
述
べ
て
最
高
裁
判
所
の
判
決
）
12
（

を
批
判
し
、「
民
法
上
の
入
会
権
は
特
定
の
収
益
行
為
を

要
素
と
す
る
権
利
で
は
な
い
」、
と
か
、「
広
汎
な
権
利
を
包
含
し
・
収
益
行
為
を
し
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
と
こ
ろ
の
共
同
所
有

4

4

の
一
形
態
で
あ
る
こ
と
は
、
多
く
の
実
態
調
査
か
ら
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
」（
傍
点
は
原
文
）、
と
述
べ
て
い
る
。

入
会
権
の
本
質
を
説
明
す
る
に
際
し
て
、
富
井
政
章
氏
は
「
共
有
権
」
と
い
う
概
念
を
用
い
、
川
島
武
宜
氏
は
「
共
同
所

有
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る
が
、
両
者
は
同
義
で
あ
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
川
島
武
宜
氏
は
こ
れ
を
一
歩
進

め
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
（M

ax W
eber

）
に
依
拠
し
て“Gem

einde ”

の“A
ppropriation ”

の
基
本
的
特
徴
で
あ
る

“form
ale Gleichheit ”

（
形
式
的
平
等
性
）
概
念
を
用
い
つ
つ
、
ド
イ
ツ
の
法
学
者
ギ
ー
ル
ケ
（O

tto von Gierke

）
の
い
わ

ゆ
る“Genossenschaft ”

（
仲
間
的
共
同
体
）
に
よ
る“Gesam

thand ”

（
総
手
）
を
入
会
権
論
の
基
礎
に
お
き
、
入
会
の
共
同

関
係
的
性
格
を
説
明
し
て
い
る
）
1（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
川
島
武
宜
氏
の
入
会
権
論
は
、
ギ
ー
ル
ケ
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
分
析
概
念
が
二
重

構
造
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
川
島
武
宜
氏
に
と
っ
て
は
、
こ
の
両
概
念
は
、
あ
く
ま
で
自
己
の
入
会
理
論
を
比

較
法
的
に
説
明
す
る
た
め
の
道
具
概
念
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、「
仲
間
的
共
同
体
」
を
日
本
の
入
会
な
い
し
村
落
の
歴
史
・
現
実
か
ら
説
明
し
て
お
く
と
、「
仲
間
的
共
同
体
」
と
は

入
会
権
利
者
の
集
団
（
以
下
、
権
利
者
集
団
、
入
会
集
団
と
い
う
こ
と
が
あ
る
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
地
域
社
会
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
徳
川
時
代
に
お
い
て
は
、
こ
の
地
域
社
会
は
外
枠
と
し
て
村
と
い
う
行
政
単
位
を
も
つ
が
、
総
村
民
が
権
利
者
集
団



30

流経法学　第10巻 第 2 号

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
場
合
と
、
総
村
民
の
中
核
（
村
民
編
成
の
大
部
分
）
が
権
利
者
集
団
で
あ
っ
て
、
そ
の
外
部
に
権
利

者
集
団
外
の
一
般
的
概
念
と
し
て
の
村
民
を
も
つ
場
合
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
外
部
に
権
利
者
外
の
者
が
存
在
す
る
か
否
か
に
に

か
か
わ
ら
ず
、
他
の
村
々
に
対
峙
す
る
意
味
で
の
村
は
、
一
つ
の
地
域
社
会
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
村
民
の
再
生
産
を
基
本
的
に

保
障
す
る
の
は
、
こ
の
村
落
共
同
体
と
い
う
社
会
構
成
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
明
治
政
府
の
成
立
と
と
も
に
、
明
治
初
年
（
明
治
四

～
七
・
八
年
頃
）
ま
で
に
な
さ
れ
た
合
村
）
1（
（

（
村
合
併
）
に
よ
っ
て
村
の
権
能
を
失
っ
た
地
域
社
会
は
、
部
落
（
村
落
共
同
体
）
と
し

て
独
立
の
権
利
者
集
団
と
し
て
の
社
会
構
成
と
な
る
。
権
利
者
集
団
で
あ
る
「
仲
間
的
共
同
体
」
は
、
そ
の
外
枠
を
か
た
ち
づ
く

る
単
位
と
さ
れ
、
そ
の
財
産
は
す
べ
て
、
権
利
者
集
団
の
私
有
財
産
と
な
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
部
落
有
財
産
」
と
い
わ
れ
る

も
の
で
あ
る
。

以
上
の
と
お
り
、
入
会
権
の
規
定
（
二
六
三
条
・
二
九
四
条
）
は
、
こ
の
集
団
的
（
団
体
的
）
財
産
に
つ
い
て
権
利
主
体
の
有
す

る
権
利
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
川
島
武
宜
氏
が
入
会
権
の
主
体
を
「
仲
間
的
共
同
体
を
構
成
し
て
い
る
構
成
員
で
あ
る
）
1（
（

」
と
概

念
構
成
す
る
と
き
、
こ
の
「
仲
間
的
共
同
体
」（
と
い
う
集
団
・
団
体
）
は
、
法
人
格
を
実
質
的

0

0

0

に
有
す
る
団
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
仲
間
的
共
同
体
」
が
法
人
格
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
登
記
制
度
の
欠
陥
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
む
し

ろ
、
法
典
調
査
会
に
お
い
て
民
法
起
草
委
員
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
民
法
の
起
草
に
際
し
て
入
会
権
に
関
す
る
章
な
い
し
節
を

設
け
て
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
細
に
規
定
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
二
六
三
条
・
二
九
四
条
に
い
う
「
慣
習
」
と
は
、

入
会
権
利
主
体
の
規
範
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
収
益
行
為
で
な
い
。
す
な
わ
ち
、
共
有
の
性
質
を
有
す
る
入
会
権
（
二
六
三
条
）
は
、

前
述
し
た
よ
う
に
、
所
有
権
の
一
態
様
な
の
で
あ
る
か
ら
、
土
地
を
所
有
し
て
い
る
場
合
と
同
様
に
、
土
地
を
ど
の
よ
う
に
利
用

す
る
か
は
原
則
と
し
て
入
会
権
利
者
の
自
由
で
あ
り
、
入
会
地
を
処
分
す
る
こ
と
も
入
会
権
利
者
の
自
由
で
あ
る
。
た
だ
し
、
入

会
権
利
者
が
そ
の
地
方
の
「
慣
習
」
で
あ
る
権
利
者
集
団
の
規
範
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま

た
、
入
会
権
に
は
登
記
を
す
る
途
が
な
い
の
で
、
入
会
集
団
が
入
会
地
の
所
有
者
で
あ
っ
て
も
、
入
会
集
団
名
義
で
入
会
の
登
記
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を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
登
記
名
義
が
仮
装
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
渡
辺
洋
三
氏
は
、
国
や

山
梨
県
が
入
会
権
を
否
定
な
い
し
制
限
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
山
梨
県
富
士
北
麓
に
お
け
る
入
会
集
団
の
招
き
で
『
入
会
権
の

公
権
論
と
私
権
論
』
と
題
し
て
お
こ
な
っ
た
講
演
に
お
い
て
、
仮
装
さ
れ
た
形
式
上
の
名
義
の
例
と
し
て
、
一
部
事
務
組
合
、
財

産
区
、
神
社
、
公
益
法
人
、
生
産
森
林
組
合
を
あ
げ
て
い
る
）
1（
（

。
入
会
地
の
所
有
実
態
と
法
形
式
と
を
異
に
す
る
こ
の
よ
う
な
入
会

地
は
国
内
に
少
な
か
ら
ず
存
在
し
、
こ
の
場
合
の
入
会
権
は
、
共
有
の
性
質
を
有
し
な
い
入
会
権
（
二
九
四
条
）
で
あ
る
と
み
る

こ
と
も
一
応
で
き
よ
う
が
、
入
会
集
団
が
実
質
的
に
入
会
地
を
所
有
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
実
質
的
に
は
共
有
の
性
質
を
有
す
る

入
会
権
（
二
六
三
条
）
で
あ
る
。
ま
た
、
入
会
集
団
が
入
会
地
の
地
盤
こ
そ
共
同
所
有
し
て
い
な
く
と
も
、
入
会
地
か
ら
生
じ
た

林
産
物
を
共
同
に
所
有
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
入
会
集
団
が
林
産
物
に
つ
い
て
共
同
所
有
の
性
質

を
有
す
る
入
会
権
を
有
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
入
会
集
団
が
所
有
す
る
も
の
は
、
動
産
と
不

動
産
と
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
入
会
集
団
の
財
産
な
の
で
あ
る
か
ら
、
入
会
的
共
同
所
有
を
財
産
支
配
（
所
有
）
と
い
う
広
い
こ
と

0

0

ば0

で“Gesam
teigentum

”

（
総
有
）
と
よ
ん
で
も
、
そ
れ
が
権
利
内
容
を
的
確
に
示
し
て
い
る
な
ら
ば
、
法
技
術
的
概
念
と
し

て
用
い
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、“Gesam

teigentum
”

と
い
う
概
念
は
、
特
殊
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
＝
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法

制
史
的
な
意
味
を
も
つ
概
念
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
概
念
を
用
い
る
場
合
に
は
地
理
的
歴
史
的
な
法
制
の
特
殊
性
に
注
意
を
払
う
必

要
が
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
日
本
の
入
会
権
に
つ
い
て
ゲ
ル
マ
ン
・
ド

イ
ツ
の
法
制
史
上
の
概
念
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
必
要
性
は
必
ず
し
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
本
の
入
会
権

を
説
明
す
る
際
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
総
有
的
権
利
と
は
、
所
有
権
で
あ
り
、
し
か
も
、
共
同
の
団
体
的
権
利
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
入
会
権
利
者
が
林
野
に
立
ち
入
ら
な
く
と
も
、
入
会
権
が
消
滅
す
る
こ
と
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
入

会
林
野
を
使
用
・
収
益
し
な
く
と
も
、
林
野
を
維
持
・
管
理
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
入
会
権
は
明
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
小
柴
・
下
草
・
林
木
を
刈
っ
て
い
な
け
れ
ば
入
会
権
が
消
滅
す
る
と
い
う
の
は
、
所
有
物
を
使
用
・
収
益
し
な
け
れ
ば
所
有



32

流経法学　第10巻 第 2 号

権
が
消
滅
す
る
と
い
う
の
と
同
様
に
誤
っ
た
理
解
で
あ
る
。
例
え
ば
、
留
山
（
止
め
山
）
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
林
野
へ
の
立

ち
入
り
を
禁
止
し
、
小
柴
・
下
草
の
採
取
な
ど
が
行
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
入
会
地
に
ほ

か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
入
会
地
で
あ
る
が
ゆ
え
に
留
山
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

四

以
上
の
と
お
り
、
二
六
三
条
・
二
九
四
条
に
い
う
「
慣
習
」
を
徳
川
時
代
か
ら
一
部
の
入
会
地
で
行
な
わ
れ
て
い
る
特
定
の
収

益
行
為
に
限
定
す
る
こ
と
は
、
入
会
に
た
い
す
る
理
解
と
し
て
不
正
確
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
富
井
政
章
氏
は
入
会
権
を

所
有
権
の
一
形
態
と
し
て
位
置
づ
け
、
川
島
武
宜
氏
は
、
入
会
の
実
態
調
査
を
踏
ま
え
た
上
で
、
入
会
権
の
主
体
を
「
仲
間
的
共

同
体
を
構
成
し
て
い
る
構
成
員
」
と
捉
え
る
に
至
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
政

府
・
行
政
庁
は
こ
の
よ
う
に
理
解
し
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
明
治
政
府
は
、
部
落
有
林
野
の
統
一
お
よ
び
公
有
林
野
の
整
理

に
際
し
て
、
入
会
地
で
行
な
わ
れ
て
い
る
慣
習
が
小
柴
・
下
草
の
採
取
で
あ
る
と
意
図
的
に
限
定
し
、
小
柴
・
下
草
の
採
取
行
為

を
粗
放
的
・
非
生
産
的
で
反
国
家
的
だ
と
位
置
づ
け
、
入
会
地
を
公
有
財
産
と
し
て
再
編
し
、
入
会
権
の
解
体
・
消
滅
を
企
図
し

た
。
こ
の
部
落
有
林
野
の
統
一
・
公
有
林
野
の
整
理
で
は
、「
近
代
化
」
と
い
う
こ
と
ば

0

0

0

こ
そ
用
い
て
い
な
い
も
の
の
、
徳
川
時

代
の
旧
慣
習
に
よ
る
粗
放
な
経
営
で
あ
る
か
ら
、
封
建
的
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
導
か
れ
る

─
あ
る
い

は
そ
の
根
底
に
あ
る

─
の
は
、
前
「
近
代
的
」
な
入
会
権
の
解
体
・
消
滅
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
政
府
の
こ
の
政
策
は
そ
の
後

も
一
貫
し
て
続
け
ら
れ
、
近
時
で
は
、「
入
会
林
野
近
代
化
法
」（
入
会
林
野
等
に
係
る
権
利
関
係
の
近
代
化
の
助
長
に
関
す
る
法
律
〔
昭
和

四
一
〔
一
九
六
六
〕
年
七
月
九
日
法
律
第
一
二
六
号
〕）
に
よ
る
入
会
林
野
等
整
備
事
業
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

広
大
な
林
野

―
あ
る
い
は
水

―
が
地
域
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
村
民
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
土
地



33

入会権論と「コモンズ」論の接点

（
林
野
）
は
一
般
的
に
い
っ
て
入
会
地
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
広
大
な
林
野
を
個
人
で
所
有
し
て
い
る
場
合
も
僅
か
な
が
ら
あ
る

が
、
こ
の
場
合
に
は
、
山
林
地
主
が
地
域
と
か
か
わ
り
を
も
つ
こ
と
な
く
財
貨
を
生
む
も
の
（
営
林
）
と
し
て
林
木
を
個
人
的
に

所
有
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
入
会
林
野
の
場
合
に
は
、
村
民
（
権
利
者
）
の
再
生
産
と
密
接
な
か
か
わ
り

を
も
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
入
会
林
野
に
存
在
す
る
林
木
等
を
大
量
に
伐
採
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
た
利
益
を
分
配

す
る
目
的
で
林
木
等
を
育
成
し
て
い
る
と
い
う
例
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
営
林
と
し
て
の
育
林
に
よ
る
も
の
で

は
な
い
の
で
あ
る
。

入
会
林
野
は
、
入
会
権
利
者
の
生
活
や
生
業
に
直
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
な
い
。
村
落
生
活

―
そ
し
て
そ
の
再
生
産

―
を
前
提
と
し
て
、
自
然
環
境
の
保
護
・
保
全
や
生
態
系
の
維
持
・
保
全
と
い
う
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
、
山
見
（
山
看
）
が
監
視
員
と
し
て
置
か
れ
、
多
く
の
場
合
、
不
文
律
の
規
範
が
存
在
す
る
。
自
然
環
境
の
保
護
・
保

全
が
村
落
生
活
を
再
生
産
す
る
た
め
の
絶
対
的
条
件
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
自
然
環
境
の
保

護
・
保
全
は
、
村
落

―
徳
川
時
代
で
は
村
、
明
治
以
降
に
お
い
て
は
部
落

―
の
入
会
権
利
者
に
と
っ
て
は
、
生
活
と
生
業
を

維
持
す
る
た
め
で
あ
る
か
ら
、
今
日
で
い
う
と
こ
ろ
の
自
然
環
境
の
保
護
・
保
全
と
は
次
元
を
異
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
留
意

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

部
落
有
林
野
（
財
産
等
）
は
、
権
利
者
総
体
に
帰
属
し
、
権
利
者
の
共
同
の
財
産
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
財
産
か
ら
利
益

を
享
受
す
る
の
は
権
利
者
（
入
会
権
利
者
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
権
利
者
以
外
の
者
（
居
住
者
）
も
環
境
等
に
つ
い
て
間
接

的
に
利
益
を
享
受
し
て
い
る
。
ま
た
、
部
落
を
基
本
と
し
て
催
さ
れ
る
民
俗
的
行
事
等
に
も
居
住
者
は
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
コ
モ
ン
ズ
」
論
者
が
入
会
の
こ
う
し
た
実
態
を
踏
ま
え
て
「
コ
モ
ン
ズ
」
論
を
展
開
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
入
会
と
合
同
す
る
か

た
ち
を
と
り
、
こ
れ
ま
で
法
律
学
者

―
と
く
に
民
法
解
釈
学
者

―
が
行
な
っ
て
き
た
入
会
の
概
念
よ
り
も
、
一
層
現
実
的
に

入
会
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
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部
落
は
、
一
般
的
に
い
っ
て
、
そ
の
区
域
が
旧
村
で
あ
る
と
同
時
に
村
落
共
同
体
で
も
あ
り
、
そ
の
区
域
（
テ
リ
ト
リ
ー
）
は

歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
他
の
区
域
と
は
権
利
関
係
と
居
住
と
に
お
い
て
区
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
例
を
概
念
的

な
図
で
示
す
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
外
円
は
、
部
落
な
い
し
地
域
社
会
を
示
し
て
い
る
。
同
心
円
の
真
中
の
白
い
部
分
（
Ａ
）
は
権
利
者
集
団
で
あ
る
。
権

利
者
が
集
団
的
に
ま
と
ま
っ
て
居
住
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
（
も
ち
ろ
ん
、
集
団
的
に
ま
と
ま
っ
て
居
住
し
て
い
る
例
も
あ

る
）。
図
１
は
、
権
利
者
集
団
（
Ａ
）
の
ほ
か
に
権
利
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
準
権
利
者
集
団
（
Ｂ
）
が
存
在
し
、
残
余
は
権

利
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
居
住
者
（
Ｃ
）
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
者
に
よ
っ
て
、
地
域
社
会
が
構
成
さ
れ

る
。
図
２
は
、
権
利
者
集
団
（
Ａ
）
と
準
権
利
者
集
団
（
Ｂ
）
と
に
よ
っ
て
地
域
社
会
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
権
利
資
格
が
全
く
付
与
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
居
住
者
（
Ｃ
）
の
存
在
を
み
な
い
。
図
３
で
は
、
権
利
者
集
団
（
Ａ
）

と
居
住
者
で
あ
る
非
権
利
者
（
Ｃ
）
と
に
よ
っ
て
、
地
域
社
会
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
型
で
居
住
者
で
あ
る
非
権
利
者
の
割

B

B

C

A

A

A

C

B

A

C

B

A

C

A

図 1

図 2

図 3
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合
（
比
率
）
が
多
い
の
は
都
市
型
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
居
住
者
全
員
が
権
利
者
で
あ
る
例
も
あ
る
。
い
ず
れ
の
型
で
も
「
離

村
失
権
」

―
図
に
示
し
た
外
円
を
離
れ
た
者
は
入
会
権
利
者
の
資
格
を
失
う

―
の
ル
ー
ル
が
あ
る
。
旧
時
代
に
お
い
て
は
、

こ
の
円
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
村
落
共
同
体
と
よ
び
、
権
利
者
集
団
を
中
心
と
し
た
部
落
社
会
を
形
成
し
て
い
た
。

私
的
な
権
利
で
あ
る
入
会
権
の
帰
属
は
右
に
み
た
と
お
り
で
あ
り
、
こ
れ
に
た
い
し
て
第
三
者
が
自
由
に
変
更
を
加
え
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
地
域
社
会
や
村
落
共
同
体
と
い
う
視
点
か
ら
入
会
財
産
を
み
る
と
、
入
会
財
産
は
共
同
の
利
益
の
上

に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
居
住
地
域
の
後
背
に
あ
る
森
林
は
、
生
態
系
を
維
持
・
保
全
し
、
水
等

を
確
保
し
、
土
石
を
堰
き
止
め
る
と
と
も
に
、
気
候
風
土
を
調
和
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
権
利
者
共
同
の
林
野
（
入
会
地
）
は
、

生
業
の
変
化
に
応
じ
て
有
効
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
エ
リ
ノ
ア
・
オ
ス
ト
ロ
ム
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
し
て

紹
介
し
て
い
る
山
梨
県
富
士
山
麓
の
村
々
の
よ
う
に
、
徳
川
時
代
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
馬
に
よ
る
輸
送
（
駄
賃
付
）
が
盛
ん
で

あ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
原
野
は
牛
馬
の
飼
料
の
供
給
地
（
草
地
）
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
草
地
が
な
け
れ
ば
馬
を
飼
育
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
か
ら
、
運
送
の
営
業
に
と
っ
て
草
地
の
存
在
は
不
可
欠
で
あ
る
。
全
村
的
規
模
か
ら
み
て
、
運
送
業
を
営
ん
で
い
る

の
は
半
数
以
上
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
村
落
生
活
を
直
接
・
間
接
に
村
落
生
活
を
支
え
、
村
落
全
体
の
経
済
を
支
え

て
い
た
の
で
あ
る
。
歴
史
的
に
み
る
と
、
こ
の
生
業
や
林
野
と
の
か
か
わ
り
は
、
一
定
不
変
の
も
の
で
は
な
く
、
外
部
と
の
関
係

に
お
い
て
柔
軟
に
変
化
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
例
と
し
て
、
養
蚕

―
あ
る
い
は
製
糸
・
織
布

―
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

養
蚕
は
あ
る
時
期
に
お
い
て
外
部
か
ら
の
需
要
に
よ
っ
て
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は
養
蚕
に
必
要
な
材
料
等

を
雑
木
林
か
ら
得
て
い
た
。
製
糸
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
煮
繭
に
必
要
な
燃
料
を
雑
木
林
か
ら
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
村
落
が
生
産
手
段
・
財
貨
等
を
所
有
す
る
か
ぎ
り
、
社
会
的
経
済
的
変
動
に
た
い
し
て
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
図
を
画
い
た
の
は
も
う
一
つ
の
問
題
を
説
明
す
る
た
め
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
外
円
で
示
し
た
の
は
当

該
の
村
落
と
い
わ
れ
て
い
る
地
域
社
会
で
あ
り
、
入
会
財
産
お
よ
び
そ
の
権
利
行
使
の
範
囲
で
あ
っ
て
、
他
の
村
落
の
者
は
そ
の
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権
利
範
囲
内
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
村
落
と
村
落
と
の
境
界
が
厳
重
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
、
他
の
村
落

が
所
有
す
る
林
野
等
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
単
な
る
所
有
と
し
て
で
は
な
く
、
村
民
の
再
生
産
や
環
境
保
護
・
保
全
に

重
要
な
か
か
わ
り
が
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
数
村
入
会
の
場
合
に
は
、
円
と
円
と
の
接
点
に
お
い
て
、
対
象
地

域
、
対
象
物
の
利
用
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
利
用
は
村
落
（
旧
時
代
で
は
村
、
明
治
期
以
降
で
は
部
落
）
と
村
落
と
の
共
同
規
範

を
媒
介
し
て
い
る
。

明
治
に
入
っ
て
か
ら
は
、
天
領
の
御
林
を
は
じ
め
各
藩
の
御
林
は
官
林
に
編
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
は
入
会
が
制
限

も
し
く
は
禁
止
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
地
租
改
正
（
一
八
七
三
〔
明
治
六
〕
年
）
に
お
い
て
は
、
所
有
は
官
有
と
私
有
と
に
大
別
さ

れ
、
こ
こ
で
も
、
村
持
地
お
よ
び
大
量
の
入
会
地
は
官
林
と
し
て
編
入
さ
れ
た
）
1（
（

。
村
持
地
・
入
会
地
で
所
有
を
認
め
ら
れ
た
林
野

等
は
、
ま
ず
、
明
治
初
年
の
合
村
の
際
に
部
落
有
地
と
な
る
。
こ
れ
と
並
行
す
る
よ
う
に
し
て
、
明
治
政
府
は
、
富
国
強
兵
策
を

遂
行
す
る
た
め
に
特
定
樹
種
の
伐
採
を
禁
止
し
た
り
、
富
国
強
兵
策
に
直
接
の
か
か
わ
り
を
も
つ
植
林
政
策
を
展
開
す
る
。
し
か

し
、
こ
の
植
林
政
策
は
部
落
に
と
っ
て
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
い
。
部
落
所
有
の
林
野
な
ら
び
に
入
会
地
は
部
落
民
に

と
っ
て
不
可
欠
の
存
在
で
あ
り
、
富
国
強
兵
策
に
と
っ
て
必
要
と
な
る
林
木
の
植
林
は
、
こ
の
再
生
産
を
破
壊
す
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
政
府
が
一
貫
し
て
富
国
強
兵
策
を
遂
行
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
部
落
は
、
こ
の
政
策
を
消
極
的
に
受
け
入
れ
て

も
積
極
的
に
は
受
け
入
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
政
策
を
強
行
す
る
た
め
に
、
農
商
務
省
山
林
局
（
現
在
の
農
林

水
産
省
）・
内
務
省
（
現
在
の
総
務
省
）
は
、
部
落
有
林
野
の
統
一
・
公
有
林
野
の
整
理
と
い
う
こ
と
で
、
入
会
権
を
制
限
な
い

し
廃
止
す
る
政
策
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
政
策
は
二
律
背
反
を
伴
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
植
林
政
策
が

富
国
強
兵
策
・
戦
争
（
準
備
）
体
制
に
直
結
す
る
た
め
に
特
定
樹
種
の
植
林
を
部
落
に
強
制
す
る
と
と
も
に
、
部
落
有
林
野
・
入

会
林
野
を
部
落
有
林
野
の
統
一
・
公
有
林
野
政
策
で
強
制
的
に
公
有
林
野
に
編
入
し
て
植
林
を
行
な
っ
た
結
果
、
従
来
の
生
態
系

は
破
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
、
従
来
か
ら
部
落
有
林
野
・
入
会
林
野
に
よ
っ
て
生
活
を
維
持
し
、
生
業
を
営
ん
で
い
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た
者
は
、
生
活
の
困
窮
を
も
た
ら
し
た
。
農
商
務
省
（
後
に
農
林
省
）
の
内
部
に
お
い
て
も
、
畜
産
局
が
植
林
政
策
に
反
対
し
た
。

農
耕
用
・
輸
送
用
の
牛
馬
の
飼
料
給
源
で
あ
る
草
地
の
減
少
・
消
滅
は
、
農
林
生
活
の
み
な
ら
ず
輸
送
手
段
を
奪
う
の
み
な
ら
ず
、

戦
争
を
支
え
る
軍
馬
の
飼
育
に
も
影
響
を
あ
た
え
る
か
ら
で
あ
る
。
帝
国
議
会
に
お
い
て
も
、
国
家
の
基
本
で
あ
る
村
落
の
破
壊

を
防
ぐ
た
め
に
、
部
落
有
林
野
の
統
一
・
公
有
林
野
の
整
理
政
策
の
中
止
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
）
1（
（

。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
政
府

は
、
林
学
者
・
林
政
学
者
・
地
方
官
・
教
育
者
を
動
員
し
て
、
富
国
強
兵
策
か
ら
移
行
し
た
戦
争
（
準
備
）
体
制
の
一
環
で
あ
る

特
定
樹
種
の
植
林
政
策
を
遂
行
す
る
た
め
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
）
1（
（

。

五

日
本
の
村
落
は
、
た
え
ず
外
部
か
ら
の
影
響
に
対
応
す
る
か
た
ち
で
変
化
し
て
き
て
い
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
自
律
的
な

変
化
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
国
に
よ
る
強
制
に
も
対
応
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
国
の
強
権
的
な
林
野
利
用
の
例
と
し
て
、
現
在
、

自
衛
隊
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
軍
の
演
習
場
と
な
っ
て
い
る
富
士
北
麓
の
林
野
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
）
20
（

。

国
に
よ
る
村
持
地
・
入
会
地
の
収
奪
は
、
ま
ず
、
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
の
御
林
の
官
有
地
編
入
に
は
じ
ま
り
、
つ
い
で
、

地
租
改
正
に
よ
っ
て
村
持
地
・
部
落
有
地
・
入
会
地
の
収
奪
が
行
な
わ
れ
る
。
前
者
は
、
幕
府
・
藩
所
有
で
あ
る
と
い
う
前
提
に

立
ち
、
後
者
は
所
有
権
の
認
定
基
準
に
適
合
し
な
い
と
い
う
理
由
に
基
づ
い
て
い
る
。
つ
い
で
、
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
に

公
布
さ
れ
た
町
村
制
に
よ
っ
て
町
村
お
よ
び
財
産
区
へ
の
編
入
が
行
な
わ
れ
、
さ
ら
に
、
部
落
有
林
野
・
入
会
林
野
の
荒
廃
を
理

由
と
し
て
部
落
有
林
野
の
統
一
・
公
有
林
野
の
整
理
事
業
が
行
な
わ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
、
入
会
山
林
は
町
村
へ
編
入
さ
れ
、
入
会

権
が
制
限
さ
れ
、
も
し
く
は
廃
止
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

官
有
地
に
編
入
さ
れ
て
国
有
林
と
な
っ
た
林
野

―
お
よ
び
温
泉
・
水
等

―
は
、
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
に
天
皇
家
の



38

流経法学　第10巻 第 2 号

御
料
地
と
し
て
編
入
さ
れ
た
部
分
が
あ
る
の
で
、
国
有
林
と
御
料
林
に
大
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
い
ず
れ
も
に
は
、
入
会

権
が
存
在
し
て
い
た
が
、
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
の
大
審
院
判
決
に
よ
っ
て
国
有
地
入
会
が
否
定
さ
れ
る
）
21
（

。
こ
こ
で
は
、
御
料

地
入
会
も
、
国
有
地
よ
り
編
入
さ
れ
た
林
野
等
に
つ
い
て
も
入
会
権
は
否
定
さ
れ
、
御
料
地
が
県
有
地
（
山
梨
県
）
等
に
編
入
さ

れ
た
林
野
に
も
入
会
権
は
否
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
国
有
地
入
会
が
肯
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
後
の
最
高
裁
の
判
決
を
待
た

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
国
有
地
入
会
肯
定
の
最
高
裁
判
決
は
二
件
あ
り
、
一
つ
は
一
九
七
三
（
昭
和
四
八
）
年
判
決
）
22
（

（
青
森
県
屏

風
山
）
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
一
九
八
二
（
昭
和
五
七
）
年
判
決
）
2（
（

（
山
梨
県
山
中
浅
間
神
社
有
地
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
入
会

権
の
存
在
を
地
租
改
正
（
林
野
官
民
有
区
別
）
に
遡
っ
て
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
最
高
裁
判
所
の
国
有
地
入
会
肯
定
の
判
決
が
出
さ
れ
る
前
の
一
九
六
六
（
昭
和
四
一
）
年
に
、
前
述
し
た
「
入
会

林
野
近
代
化
法
」
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
法
案
の
作
成
を
企
画
し
た
の
は
、
旧
農
林
省
で
部
落
有
林
野
統
一
・
公
有
林
野
政

策
に
深
く
か
か
わ
っ
た
農
林
官
僚
の
系
譜
を
引
く
林
野
庁
官
僚
で
あ
る
。
こ
こ
で
と
ら
れ
た
政
策
の
目
的
は
入
会
林
野
の
「
近
代

化
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
部
落
有
林
野
統
一
・
公
有
林
野
整
理
と
同
工
異
曲
で
あ
り
、
か
つ
て
の
入
会
地
荒
廃

論
を
「
近
代
化
」
論
に
切
り
換
え
た
と
い
う
斬
新
さ
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
民
法
学
者
を
中
心
と
し
た
各
道
府
県
委
員
が
選
出
さ
れ

る
。
い
ず
れ
も
、
入
会
権
は
「
近
代
化
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

な
ぜ
入
会
林
野
は
「
近
代
化
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。「
入
会
林
野
近
代
化
法
」
の
推
進
者
の
一
人
で
あ

る
黒
木
三
郎
氏
は
、「
入
会
権
や
旧
慣
使
用
権
が
前
近
代
的
慣
習
上
の
権
利
で
あ
る
た
め
旧
来
の
慣
習
に
制
約
さ
れ
て
農
林
業
経

営
の
健
全
な
発
展
に
支
障
を
来
し
て
い
る
た
め
、
権
利
関
係
の
近
代
化
が
要
請
さ
れ
て
い
る
）
2（
（

」、
と
同
法
の
目
的
を
述
べ
て
い
る
。

入
会
林
野
・
入
会
権
に
つ
い
て
の
こ
の
認
識
は
、
法
律
の
解
釈
・
適
用
に
携
わ
る
法
学
者
・
実
務
家
の
ほ
ぼ
一
致
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

「
入
会
林
野
近
代
法
」
の
背
景
に
は
、
部
落
有
林
野
の
統
一
・
公
有
林
野
の
整
理
と
い
う
強
行
政
策
の
中
心
的
課
題
で
あ
っ
た
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特
定
樹
種
の
植
林
政
策
の
思
想
な
い
し
発
想
が
依
然
と
し
て
存
在
す
る
。
こ
の
思
想
な
い
し
発
想
は
、
入
会
を
前
「
近
代
的
」
な

遺
制
と
捉
え
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
例
を
法
案
に
沿
っ
て
み
れ
ば
、「
部
落
有
林
野
は
、
も
と
も

と
山
村
民
が
そ
の
個
別
私
経
済
の
た
め
に
用
益
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
）
2（
（

」、「
そ
の
利
用
状
況
は
、
極
め
て
粗
放
で
あ
っ
て
、
当
面

の
農
林
業
生
産
の
高
度
化
の
要
請
に
十
分
に
は
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
基
本
的
に
は

山
村
に
お
け
る
零
細
な
保
有
農
林
要
地
を
基
礎
と
す
る
半
自
給
経
済
的
な
農
林
業
経
営
の
停
滞
性
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ

の
こ
と
が
技
術
水
準
の
低
位
と
あ
い
ま
っ
て
部
落
有
林
野
の
利
用
を
粗
放
な
ら
し
め
、
さ
ら
に
利
用
を
め
ぐ
っ
て
前
近
代
的
な
部

落
共
同
体
的
拘
束
を
伴
う
複
雑
か
つ
不
明
確
な
権
利
関
係
を
残
存
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
）
2（
（

」、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
部

落
有
林
野
の
統
一
・
公
有
林
野
の
整
理
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
重
ね
る
と
、
全
く
同
根
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
入
会
権
を
撲
滅
す

る
」
こ
と
に
つ
い
て
、「
入
会
林
野
近
代
化
法
」
で
は
、
入
会
権
と
い
う
権
利
が
「
前
近
代
的
」
で
あ
り
、
旧
い
慣
習
に
も
と
づ

く
小
柴
・
下
草
の
採
取
と
い
う
用
益
で
あ
る
、
と
い
う
不
正
確
な
知
識
の
も
と
に
入
会
権
の
解
体
を
意
図
し
た
の
で
あ
る
。
民
法

学
者
や
実
務
家
（
と
く
に
裁
判
官
）
が
認
識
し
て
い
る
入
会
権
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
前
近
代
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
慣
習

的
権
利
は
一
般
的
に
は
小
柴
・
下
草
を
採
取
す
る
権
利
で
あ
る
、
と
い
う
不
正
確
な
前
提
に
立
っ
て
い
る
。
入
会
山
に
た
い
し
て
、

入
会
権
を
解
体
し
、
特
定
樹
種
の
植
林
を
す
る
こ
と
が
高
度
化
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
木
を
見
て
森
を
見
な
い
、
と
い
う

類
で
あ
る
。
入
会
の
実
態
を
不
十
分
に
し
か
知
ら
な
い
か
、
入
会
を
前
近
代
の
遺
制
と
誤
っ
て
捉
え
る
民
法
学
者
を
た
く
み
に
利

用
し
て
、
部
落
有
林
野
の
統
一
・
公
有
林
野
の
整
理
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
政
策
を
再
現
し
た
の
で
あ
る
。

六

民
法
の
研
究
者
も
「
コ
モ
ン
ズ
」、
と
く
に
「
ロ
ー
カ
ル
・
コ
モ
ン
ズ
」
の
研
究
者
も
、
入
会
を
研
究
対
象
と
し
な
が
ら
も
、
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後
者
は
、
自
然
と
人
間
と
の
関
係
の
あ
り
方
を
問
題
と
し
、
入
会
を
「
コ
モ
ン
ズ
」
と
位
置
づ
け
て
自
然
環
境
や
天
然
資
源
の
保

護
・
保
全
や
管
理
と
い
う
視
点
か
ら
論
究
し
て
い
る
。
入
会
地
を
単
に
経
済
的
効
率
・
国
家
利
益
の
保
護
と
い
う
目
的
の
た
め
に

「
近
代
化
」
を
図
る
な
ら
、
特
定
樹
種
の
植
林
は
、
自
然
環
境
の
保
護
・
保
全
と
対
立
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
は
、
既
に

述
べ
た
よ
う
に
、
生
態
系
の
破
壊
で
あ
る
。
し
か
し
、
入
会
権
の
内
容
を
小
柴
・
下
草
の
採
取
に
限
定
す
る
民
法
解
釈
学
者
の
不

正
確
な
知
識
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
入
会
林
野
の
果
た
す
役
割
を
も
視
野
に
入
れ
て
入
会
林
野
を
ト
ー
タ
ル
な
も
の
と
し
て

捉
え
る
な
ら
、「
コ
モ
ン
ズ
」
論
は
自
然
環
境
の
保
護
・
保
全
や
生
態
系
の
維
持
・
保
全
に
有
効
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
部
落
有
林
野
ま
た
は
部
落
有
財
産
は
、
前
に
図
示
し
た
よ
う
に
、
白
円
が
権
利
者
集
団
で
あ
り
、
こ
の
権
利

者
集
団
は
外
円
と
い
う
部
落
の
地
域
社
会
に
居
住
し
て
い
る
。
そ
の
財
産
（
と
く
に
山
林
）
は
、
部
落
の
生
活
に
直
接
・
間
接
に

影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ロ
ー
カ
ル
性
を
外
円
の
部
落
に
お
い
て
共
生
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
、
環
境
と
い
う
か
た

ち
で
の
存
在
の
共
同
性
、
つ
ま
り
、
共
同
的
居
住
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
共
同
の
権
利
と
い
う
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
た
い
し
て
、
権
利
者
集
団
の
も
つ
入
会
権
の
私
権
的
性
質
を
否
定
的
に
解
し
て
入
会
地
の
「
公
共
性
」
に
着
目
し
て

「
コ
モ
ン
ズ
」
論
を
展
開
す
る
な
ら
、
注
意
を
要
し
よ
う
。
例
え
ば
、「
コ
モ
ン
ズ
」
論
者
に
よ
る
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

「『
コ
モ
ン
ズ
』
論
者
に
見
ら
れ
る
ほ
ぼ
共
通
の
論
調
は
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
限
界
を
指
摘
し
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
重
要
な

媒
介
と
し
て
破
壊
さ
れ
よ
う
と
し
て
き
た
人
間
に
と
っ
て
の
外
部
環
境
と
り
わ
け
自
然
環
境
を
市
場
作
用
の
前
提
条
件
と
な
っ

て
い
る
私
的
所
有
（private ow

nership

）
あ
る
い
は
私
物
化
な
い
し
私
有
化
（privatization

）
の
制
度
的
欠
陥
を
指
摘
し
よ

う
と
す
る
強
い
指
向
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、『
コ
モ
ン
ズ
』
論
は
、
従
来
法
学
を
は
じ
め
社
会
科
学
の
世
界
で
総
有
と
呼
び

習
わ
さ
れ
慣
習
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
伝
統
的
な
共
同
体
的
所
有
様
式
を
、『
コ
モ
ン
ズ
』
と
表
現
し
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
れ
に
伝
統
的
社
会
制
度
を
超
え
た
現
代
的
な
意
義
を
見
出
す
と
と
も
に
、
近
代
に
お
け
る
生
産
様
式
の
政
治
制
度
的
前
提
で
あ

る
私
的
所
有
の
根
本
的
矛
盾
に
よ
り
行
き
詰
ま
っ
た
観
の
あ
る
自
然
と
人
間
と
の
関
係
を
抜
本
的
に
見
直
す
契
機
を
見
出
す
こ
と
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に
よ
っ
て
未
来
を
繋
ご
う
と
す
る
制
度
論
・
政
策
論
に
お
い
て
中
心
的
な
あ
る
い
は
重
要
な
要
素
と
す
る
指
向
を
有
す
る
の
で
あ

る
）
2（
（

」。
「
コ
モ
ン
ズ
」
論
の
志
向
性
が
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
し
て
、「
コ
モ
ン
ズ
」
は
私
的
財
産
権
を
内
容
と
す
る
入
会
と
ど
の
よ
う

に
結
び
つ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
私
的
所
有
の
根
本
的
矛
盾
に
よ
り
行
き
詰
ま
っ
た
観
の
あ
る
自
然
と
人
間
と
の
関
係
を

抜
本
的
に
見
直
す
」
と
い
う
の
は
、
資
本
主
義
的
な
経
済
・
社
会
に
生
じ
た
矛
盾
を
止
揚
す
る
理
論
を
構
築
す
る
こ
と
を
含
意
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
理
論
を
構
築
す
る
に
際
し
て
私
的
所
有
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

更
に
ま
た
、「
行
き
詰
ま
っ
た
」
と
い
う
表
現
は
、
か
つ
て
文
学
論
で
流
行
し
た
『
近
代
の
超
克
』
を
彷
彿
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
入
会
を
「
コ
モ
ン
ズ
」
と
捉
え
直
し
て
新
し
い
展
開
を
意
図
し
て
い
る
、
と
素
直
に
解
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
そ
の

他
に
も
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

「
入
会
権
は
私
権
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
権
と
し
て
の
入
会
権
に
は
広
義
コ
モ
ン
ズ
論
が
展
開
す
る
よ
う
な
意
味
で
公
共
的
な

制
約
が
か
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
入
会
財
産
が
地
域
社
会
に
と
っ
て
強
い
公
共
性
を
有
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
一
般
の
私
有

地
よ
り
も
本
来
強
い
制
約
が
か
か
っ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
共
有
の
性
質
を
有
す
る
入
会
権
も
、
一
般
の
私
有
財
産
と
し
て
の
土

地
所
有
権
と
同
様
の
公
共
的
な
制
約
の
下
に
置
か
れ
る
の
に
加
え
て
、
地
域
の
公
共
的
な
財
産
の
管
理
を
信
託
さ
れ
て
い
る
と

い
う
よ
う
な
意
味
で
の
一
層
強
い
制
約
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
土
地
の
利
用

の
範
囲
内
に
お
さ
ま
る
よ
う
な
収
穫
物
代
金
の
分
配
と
い
う
範
囲
を
超
え
て
、
コ
モ
ン
ズ
財
産
と
し
て
の
土
地
自
体
を
処
分
す
る

と
い
う
場
合
に
は
、
内
容
的
に
も
手
続
的
に
も
強
い
制
約
が
か
か
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
入
会
地
の
利
用
に
お
い
て

も
、
た
と
え
ば
入
会
山
の
通
行
や
一
定
限
度
内
で
の
山
菜
の
採
取
と
い
う
よ
う
な
入
会
財
産
の
享
受
は
入
会
権
者
外
に
も
広
く
開

か
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
利
用
に
対
し
て
は
、
環
境
の
保
全
や
資
源
の
維
持
、
あ
る
い
は
入
会
構
成
員
に
よ
る
生
産
的
利
用
の

確
保
等
の
た
め
の
合
理
的
な
制
約
の
み
が
許
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
入
会
集
団
が
入
会
財
産
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に
対
し
て
地
域
の
公
共
財
産
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
管
理
を
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
例
え
ば
他
の
住
民
集
団
等
か
ら
の
代
替
的
な

管
理
を
行
う
と
い
う
提
案
を
拒
め
な
い
等
の
扱
い
が
な
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
入
会
権
は
『
各
地
方
の
慣
習
に

従
う
』（
民
法
二
六
三
条
、
二
九
四
条
）
の
で
あ
る
が
、
そ
の
慣
習
は
あ
く
ま
で
も
『
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
に
反
せ
ざ
る
慣
習
』

（
法
例
二
条
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
地
域
の
公
共
的
な
財
産
と
し
て
の
入
会
財
産
の
性
格
に
著
し
く
反
す
る
よ
う
な
入
会

慣
行
は
入
会
権
の
内
容
と
し
て
法
的
妥
当
性
を
も
た
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
）
2（
（

」。

こ
こ
で
は
、
入
会
権
の
も
つ
私
権
的
性
格
は
、「
地
域
の
公
共
的
な
財
産
の
管
理
を
信
託
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で

の
一
層
強
い
制
約
の
下
に
置
か
れ
」
る
べ
き
こ
と
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
が
、「
地
域
の
公
共
的
な
財
産
の
管
理
を
信
託
さ
れ
て
い

る
と
い
う
よ
う
な
意
味
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
り
、
ま
た
、
誰
が
「
信
託
」
す
る
の
か
、
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
地
域
」
と
い
う
こ
と
ば

0

0

0

が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
法
律
学
で
は
「
入
会
」
を
研
究
の
対
象
に
し
て
い
る
場

合
に
は
、
こ
れ
を
具
体
的
か
つ
法
律
的
に
限
定
し
て
論
じ
て
い
る
。「
コ
モ
ン
ズ
」
論
も
ま
た
「
地
域
」
と
い
う
も
の
を
明
ら
か

に
し
た
上
で
自
説
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

む
し
ろ
、
問
題
は
、
入
会
権
の
私0

権
性
に
た
い
す
る
制
約
で
あ
る
。
入
会
地
に
た
い
し
て
「
公
共
」
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て

入
会
権
の
私
権
性
に
制
約
を
か
け
る
と
き
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
入
会
権
公
権
論
）
2（
（

に
接
近
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う

だ
と
す
る
と
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
旧
農
林
省
の
部
落
有
林
野
統
一
・
公
有
林
野
政
策
や
「
入
会
林
野
近
代
化
法
」
と
い
っ

た
「
近
代
化
」
へ
の
途
の
別
の
か
た
ち
で
の
再
来
と
な
る
の
は
明
白
で
あ
ろ
う
。「
入
会
集
団
が
入
会
財
産
に
対
し
て
地
域
の
公

共
財
産
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
管
理
を
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
例
え
ば
他
の
住
民
集
団
等
か
ら
の
代
替
的
な
管
理
を
行
う
と
い
う

提
案
を
拒
め
な
い
等
の
扱
い
が
な
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」、
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
私
権
・
私
的
財
産
を

強
制
的
に
奪
う
論
理
な
い
し
発
想
で
あ
り
、
し
か
も
、「
他
の
住
民
集
団
等
」
を
偽
装
に
し
て
行
な
う
強
制
的
収
奪
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
ま
た
、
法
例
二
条
（
現
行
は
、
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
〔
平
成
十
八
年
六
月
二
一
日
法
律
七
八
号
〕
三
条
）
を
援
用
し
て
自
説
を
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補
強
し
て
い
る
が
、
入
会
の
慣
習
が
「
公
の
秩
序
」
に
反
し
て
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
し
て
も
、「
地
域
の
公
共

的
な
財
産
と
し
て
の
入
会
財
産
の
性
格
に
著
し
く
反
す
る
よ
う
な
入
会
慣
行
は
入
会
権
の
内
容
と
し
て
法
的
妥
当
性
を
も
た
な
い

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
ま
で
主
張
す
る
よ
う
で
は
、
旧
農
林
省
の
部
落
有
林
野
統
一
・
公
有
林
野
政
策
や
「
入
会
林
野
近
代

化
法
」
に
よ
る
政
策
が
推
進
し
た
「
近
代
化
」
と
軌
を
一
に
し
、
旧
自
治
省
官
僚
の
発
想
と
同
根
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、「
コ
モ

ン
ズ
論
に
お
け
る
『
公
で
は
な
く
共
』
と
い
う
議
論
は
、『
公
』
有
が
実
質
的
に
は
『
官
』
に
よ
る
私
有
の
論
理
に
転
化
し
て
い

る
状
況
を
批
判
す
る
と
と
も
に
、『
公
』
を
支
え
る
べ
き
公
共
性
が
、
そ
の
内
実
を
問
わ
れ
ず
に
人
々
の
具
体
的
な
利
益
や
意
思

か
ら
離
れ
て
抽
象
化
さ
れ
、『
公
』
に
よ
る
恣
意
的
な
権
力
的
介
入
を
支
え
る
論
理
に
転
化
す
る
こ
と
へ
の
意
義
申
立
て
で
も
あ

る
）
（0
（

」、
と
適
切
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
公
の
秩
序
」
の
名
の
下
で
も
、「
官
」
に
よ
る
私
有
の
論
理
に
転
化
し
た
り
、「
公
」
に

よ
る
恣
意
的
な
権
力
的
介
入
を
支
え
る
論
理
に
転
化
す
る
お
そ
れ
が
十
分
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
は
、
入
会
の
歴
史
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
が
、
入
会
を
歴
史
の
中
に
位
置
づ
け
、
入
会
権
公
権
論
に
翻
弄
さ
れ
て
き
た
入
会

権
利
者
の
苦
悩
の
歴
史
を
謙
虚
に
学
ぶ
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
入
会
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
も
必
要
な
作
業
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
歴
史
認
識
作
業
を
通
し
て
、
問
わ
れ
る
べ
き
は
入
会
権
の
「
私
」
権
的
構
成
で
は
な
く
し
て
「
公
」
権
的
構
成
で

あ
り
、
批
判
さ
れ
る
べ
き
は
、
こ
の
「
公
権
論
」
に
も
と
づ
く
部
落
有
林
野
の
統
一
、
公
有
林
野
の
整
理
政
策
や
「
入
会
林
野
近

代
化
法
」
に
よ
る
入
会
林
野
等
整
備
事
業
で
推
し
進
め
て
き
た
「
入
会
の
近
代
化
」
と
い
う
国
家
政
策
で
あ
る
。

「
コ
モ
ン
ズ
」
論
が
入
会
権
の
も
つ
私
権
性
か
ら
出
発
し
、
入
会
権
の
帰
属
主
体
が
「
仲
間
的
共
同
体
」（
入
会
権
利
者
の
集
団
）

で
あ
る
こ
と
を
承
認
し
、
そ
の
上
で
、
地
域
社
会
に
も
た
ら
す
入
会
の
現
代
的
役
割
に
着
目
す
る
と
き
に
は
じ
め
て
、「
コ
モ
ン

ズ
」
論
と
入
会
権
論
と
は
接
点
を
も
っ
て
相
互
に
有
益
な
議
論
を
交
わ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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〇
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ニ
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梅
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夫
・
清
水
誠
編
『
明
治
二
十
六
年
全
国
山
林
原
野
入
会
慣
行
調
査
資
料
』（
全
五
冊
）（
民
法
成
立
過
程
研
究
会
、一
九
五
六
年
）、福
島
正
夫
・

北
條
浩
編
『
明
治
二
十
六
年
全
国
山
林
原
野
入
会
慣
行
調
査
資
料
』（
全
五
冊
）（
森
林
所
有
権
研
究
会
、
一
九
六
四
～
一
九
六
六
年
）。

（
9
）　

詳
細
は
、
福
島
正
夫
・
清
水
誠
「
解
説
」
前
掲
８
『
明
治
二
十
六
年
全
国
山
林
原
野
入
会
慣
行
調
査
資
料　

第
一
冊
奈
良
県
』、
福
島
正
夫
「
第

一
部　

序
説
」
福
島
正
夫
・
北
條
浩
編
『
民
法
成
立
過
程
と
入
会
権
─
─
明
治
二
十
六
年
全
国
山
林
原
野
入
会
慣
行
調
査
資
料
の
総
括
分
析
』（
森

林
所
有
権
研
究
会
、
一
九
六
八
年
）、
北
條
浩
『
入
会
の
法
社
会
学
（
上
）』
三
五
七
頁
以
下
（
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
10
）　

川
島
武
宜
「
民
俗
学
と
法
社
会
学
」
民
間
伝
承
の
会
（
後
の
日
本
民
俗
学
会
）『
民
間
伝
承
』
一
三
巻
二
号
（
一
九
四
九
年
）〔『
川
島
武
宜
著
作

集
第
一
巻
』
一
三
八
頁
以
下
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
）
に
タ
イ
ト
ル
を
「
法
社
会
学
と
民
俗
学
」
と
改
め
て
所
収
〕。
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（
11
）　

川
島
武
宜
編
『
注
釈
民
法
⑺
物
権
⑵
』
五
〇
九
～
五
一
〇
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
六
八
年
）〔『
川
島
武
宜
著
作
集
第
八
巻
』
六
六
～
六
七
頁
所
収
〕。

（
12
）　

最
判
昭
和
四
二
年
三
月
一
七
日
民
集
二
一
巻
二
号
三
八
八
頁
。

（
13
）　

川
島
武
宜
「『
ゲ
ル
マ
ン
的
共
同
体
』
に
お
け
る
『
形
式
的
平
等
性
』
の
原
理
に
つ
い
て
」
川
島
武
宜
・
松
田
智
雄
編
『
国
民
経
済
の
諸
類
型
』（
大

塚
久
雄
教
授
還
暦
記
念
Ⅱ
）（
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
）〔
前
掲
『
川
島
武
宜
著
作
集
第
一
巻
』
所
収
〕。

（
14
）　

明
治
初
年
の
政
府
に
よ
る「
合
村
」に
つ
い
て
は
、北
條
浩『
部
落
・
部
落
有
財
産
と
近
代
化
』一
七
頁
以
下
参
照（
お
茶
の
水
書
房
、二
〇
〇
二
年
）。

そ
の
他
に
も
、
例
え
ば
、
長
野
県
下
高
井
郡
に
お
い
て
も
、
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
に
沓
野
・
湯
田
中
・
上
條
の
三
カ
村
が
合
併
し
て
平
穏
村

と
な
っ
て
い
る
（
下
高
井
郡
山
ノ
内
町
和
合
会
編
『
和
合
会
の
歴
史
─
─
社
会
史
編
資
料
』
四
八
頁
参
照
〔
一
九
九
三
年
〕）。

（
15
）　

前
掲
注
⑾
『
注
釈
民
法
⑺
物
権
⑵
』
五
一
四
頁
〔『
川
島
武
宜
著
作
集
八
巻
』
七
二
頁
所
収
〕。

（
16
）　

北
條
浩
・
村
田
彰
編
・
渡
辺
洋
三
『
慣
習
的
権
利
と
所
有
権
』
三
一
一
頁
（
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）。
な
お
、
川
島
武
宜
・
川
井
健
編
『
新

版
注
釈
民
法
⑺
物
権
⑵
』
五
二
六
頁
〔
執
筆
担
当
者
は
中
尾
英
俊
〕（
有
斐
閣
、二
〇
〇
七
年
）
は
、入
会
地
盤
の
所
有
名
義
を
大
別
し
て
、①
個
人
名
・

数
名
名
義
・
全
員
記
名
共
有
、
②
総
代
名
義
（
肩
書
付
）、
③
大
字
・
区
・
郷
・
旧
村
・
部
落
・
組
、
④
市
町
村
・
財
産
区
、
⑤
共
有
（
氏
名
の
記

載
が
な
い
も
の
）、
⑥
神
社
・
寺
院
、
⑦
協
同
組
合
・
生
産
組
合
・
農
事
実
行
組
合
、
⑧
会
社
・
社
団
ま
た
は
財
団
法
人
を
あ
げ
て
い
る
。

（
17
）　

地
租
改
正
に
つ
い
て
は
、福
島
正
夫
『
地
租
改
正
の
研
究
』（
有
斐
閣
、一
九
六
二
年
）、北
條
浩
『
明
治
初
年
地
租
改
正
の
研
究
』（
御
茶
の
水
書
房
、

一
九
九
二
年
）
参
照
。

（
18
）　

例
え
ば
、
青
森
県
や
秋
田
県
な
ど
の
東
北
地
方
に
お
い
て
官
有
地
に
編
入
さ
れ
た
山
の
状
況
が
帝
国
議
会
に
お
い
て
辛
辣
に
報
告
さ
れ
、
公
有

林
野
の
整
理
政
策
が
批
判
さ
れ
て
い
る
（
渡
辺
・
前
掲
⒃
『
慣
習
的
権
利
と
所
有
権
』
一
〇
四
頁
以
下
参
照
）。

（
19
）　

こ
の
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
の
は
、
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
に
少
国
民
文
化
協
会
か
ら
発
表
さ
れ
た
少
国
民
歌
『
お
山
の
杉
の
子
』（
吉
田

テ
フ
子
作
詞
・
サ
ト
ー
ハ
チ
ロ
ー
補
作
・
佐
々
木
す
ぐ
る
作
曲
）
で
あ
ろ
う
。
以
下
で
は
、
終
戦
前
の
元
の
歌
詞
を
紹
介
し
て
お
く
。

一

昔　

昔　

そ
の
昔

椎
の
木
林
の　

す
ぐ
そ
ば
に

小
さ
な
お
山
が　

あ
っ
た
と
さ　

あ
っ
た
と
さ

二

一
、二
、三
、四
、五
、六
、七

八
日　

九
日　

十
日
た
ち

に
よ
っ
き
り
芽
が
出
る　

山
の
上　

山
の
上
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丸
々
坊
主
の　

は
げ
や
ま
は

い
つ
で
も
み
ん
な
の　

笑
い
も
の

こ
れ
こ
れ
杉
の
子　

お
き
な
さ
い

お
日
さ
ま
に
こ
に
こ　

声
か
け
た　

声
か
け
た

三

こ
ん
な
ち
び
助　

な
ん
に
な
る

び
っ
く
り
仰
天　

杉
の
子
は

思
わ
ず
お
く
び
を　

ひ
っ
こ
め
た　

ひ
っ
こ
め
た

ひ
っ
こ
め
な
が
ら
も　

か
ん
が
え
た

な
ん
の
負
け
る
か　

い
ま
に
み
ろ

大
き
く
な
っ
た
ら　

国
の
た
め

お
役
に
立
っ
て　

見
せ
ま
す
る　

見
せ
ま
す
る

五

大
き
な
杉
は　

何
に
な
る

兵
隊
さ
ん
を　

運
ぶ
船

傷
痍
の
勇
士
の　

寝
る
お
家　

寝
る
お
家

本
箱　

お
机　

下
駄　

足
駄
（
あ
し
だ
）

お
い
し
い
お
べ
ん
と　

食
べ
る
は
し

鉛
筆
ふ
で
入
れ　

そ
の
ほ
か
に

た
の
し
や　

ま
だ
ま
だ
役
に
立
つ　

役
に
立
つ

小
さ
な
杉
の
子　

顔
出
し
て

は
い
は
い
お
日
さ
ま　

今こ
ん
に
ち日
は

こ
れ
を
眺
め
た　

椎
の
木
は

あ
っ
は
は
の　

あ
っ
は
は
と
大
笑
い　

大
笑
い

四

ラ
ジ
オ
体
操　

一
二
三

子
供
は
元
気
で　

伸
び
て
い
く

昔
々
の　

は
げ
山
は　

は
げ
山
は

今
で
は
立
派
な　

杉
山
だ

誉
れ
の
家
の　

子
の
様
に

強
く
大
き
く　

た
く
ま
し
い

椎
の
木
見
お
ろ
す　

大
杉
だ　

大
杉
だ

六

さ
あ
さ
あ
負
け
る
な　

杉
の
木
に

勇
士
の
遺
児
な
ら　

な
お
強
い

体
を
鍛
え　

頑
張
っ
て　

頑
張
っ
て

今
に
立
派
な　

兵
隊
さ
ん

忠
義
孝
行　

ひ
と
す
じ
に

お
日
様
出
る
国　

神
の
国

こ
の
日
本
を　

守
り
ま
し
ょ
う　

守
り
ま
し
ょ
う
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政
府
は
、
明
治
初
年
に
は
じ
ま
る
富
国
強
兵
策
の
た
め
に
、
特
定
の
樹
種
を
指
定
し
て
植
林
政
策
を
展
開
し
た
が
、
第
二
次
大
戦
期
に
お
け
る

軍
国
主
義
と
植
林
政
策
と
の
結
び
つ
き
は
、
こ
の
歌
詞
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
戦
争
に
出
征
し
た
兵
士
を
持
つ
家
の
「
名
誉
」
あ

る
子
と
杉
と
を
同
格
に
置
き
、
村
落
の
再
生
産
を
破
壊
し
て
で
も
、
戦
争
遂
行
の
た
め
に
杉
の
植
林
を
奨
励
し
て
い
る
。

（
20
）　

山
梨
県
北
富
士
演
習
場
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、北
條
浩『
入
会
の
法
社
会
学（
下
）』一
二
九
頁
以
下
参
照（
御
茶
の
水
書
房
、二
〇
〇
九
年
）。
ま
た
、

こ
の
地
で
の
入
会
の
歴
史
（
闘
争
史
）
を
概
観
し
た
も
の
と
し
て
、
北
條
浩
『
山
梨
県
入
会
闘
争
史
』（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
八
年
）
が
あ
る
。

（
21
）　

大
判
大
正
四
年
三
月
一
六
日
民
録
二
一
輯
三
二
八
頁
。
同
判
決
の
も
つ
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
・
前
掲
注
⒃『
慣
習
的
権
利
と
所
有
権
』

七
九
頁
以
下
参
照
。

（
22
）　

最
判
昭
和
四
八
年
三
月
一
三
日
民
集
二
七
巻
二
号
二
七
一
頁
。

（
23
）　

最
判
昭
和
五
七
年
七
月
一
日
民
集
三
六
巻
六
号
八
九
一
頁
。

（
24
）　

武
井
正
臣
・
熊
谷
開
作
・
黒
木
三
郎
・
中
尾
英
俊
編
『
林
野
入
会
権
─
─
そ
の
整
備
と
課
題
』
二
頁
（
一
粒
社
、
一
九
八
九
年
）。

（
25
）　

武
井
ほ
か
編
・
前
掲
注
�『
林
野
入
会
権
』
五
頁
。

（
26
）　

武
井
ほ
か
編
・
前
掲
注
�『
林
野
入
会
権
』
五
頁
。

（
27
）　

池
田
恒
男
「『
コ
モ
ン
ズ
』
論
と
所
有
権
」
鈴
木
ほ
か
編
・
前
掲
注
⑵『
コ
モ
ン
ズ
論
再
考
』
四
頁
。

（
28
）　

鈴
木
龍
也
「
コ
モ
ン
ズ
と
し
て
の
入
会
」
鈴
木
ほ
か
編
・
前
掲
注
⑵『
コ
モ
ン
ズ
論
再
考
』
二
四
九
～
二
五
〇
頁
。

（
29
）　

入
会
権
の
「
公
権
論
」・「
私
権
論
」
の
内
容
お
よ
び
「
公
」
権
論
的
構
成
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
・
前
掲
⒃
『
慣
習
的
権
利
と
所
有
権
』

二
九
九
頁
以
下
参
照
。

（
30
）　

鈴
木
・
前
掲
注
�「
コ
モ
ン
ズ
と
し
て
の
入
会
」
鈴
木
ほ
か
編
・
前
掲
注
⑵『
コ
モ
ン
ズ
論
再
考
』
二
四
八
頁
。

（
追
記
）　

本
稿
作
成
後
に
、
日
本
法
社
会
学
会
編
『
コ
モ
ン
ズ
と
法
』
法
社
会
学
七
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）
に
接
し
た
。
本
稿

で
は
参
照
し
え
な
か
っ
た
が
、
入
会
と
の
関
連
に
お
い
て
重
要
な
論
文
が
あ
る
の
で
、
後
日
に
論
考
す
る
予
定
で
あ
る
。


